
 

 
 

 

 

知事コメント  

 

 安全規制に一義的な責任を有する原子力規制委員会が、

科学的・技術的観点から慎重に審査を行い、判断したもの

と受け止める。 

 

事業者においては、安全を最優先に、今後の対応を十分

検討し、地元に丁寧に説明していく必要がある。 

令和６年１１月１３日 
・敦賀２号機に係る原子力規制委員会

の不許可決定について 


